
被用者年金一元化後の拠出金計算のイメージ

厚生年金給付費等（全受給者合計）
１００

５０
（本則１００）

５０

×保険料財源比率＝８７％

×（１－保険料財源比率）＝１３％

※当分の間の激変緩和措置

（数字は全て仮定）

５０×８７％

５０×１３％

×
全標準報酬

実施機関標準報酬（※）

×
全１・２Ｆ積立金

実施機関１・２Ｆ積立金

×
全支出

実施機関支出

標準報酬按分率

積立金按分率

支出費按分率

実施機関からの拠出金＝（合計額）

（※料率引上げ過程は調整）
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被用者年金各法における財政検証等に関する規定 

 

◎ 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号） 抄 

（財政の現況及び見通しの作成） 

第二条の四 政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律に

よる保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支について

その現況及び財政均衡期間における見通し（以下「財政の現況及び見通し」という。）

を作成しなければならない。 

２ 前項の財政均衡期間（第三十四条第一項において「財政均衡期間」という。）は、財

政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。 

３ 政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

 

◎ 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号） 抄 

（費用負担の原則） 

第九十九条 組合の給付に要する費用（老人保健拠出金、退職者給付拠出金、介護納付金

及び基礎年金拠出金の納付に要する費用を含む。第三項において同じ。）のうち次の各

号に規定する費用は、当該各号に定めるところにより、政令で定める職員を単位として、

算定するものとする。この場合において、第三号に規定する費用については、少なくと

も五年ごとに再計算を行うものとする。 

一・二 （略） 

三 長期給付に要する費用（基礎年金拠出金の納付に要する費用（第三項（第一号を除

く。）の規定による同項に規定する国等の負担に係るものを除く。）を含み、次項第三

号に掲げるものを除く。同項第二号において同じ。）については、その費用の予想額

及び地方の組合の地方公務員等共済組合法第百十三条第一項第三号に規定する長期

給付に要する費用の予想額の合計額と、次項第二号の掛金及び負担金の額、第三十五

条の二第一項の長期給付に充てるべき積立金（以下この号において「国の積立金」と

いう。）の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額並びに同法第百十三条第二項

第二号の掛金及び負担金の額、同法第二十四条の長期給付に充てるべき積立金及び同

法第三十八条の八第一項に規定する長期給付積立金（以下この号において「地方の積

立金」と総称する。）の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額の合算額とが、

再計算を行う年以降おおむね百年間に相当する期間の終了時に組合及び地方の組合

に係る長期給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金（国の積

立金及び地方の積立金をいう。）を保有しつつ、当該期間にわたつて財政の均衡を保

つことができるようにすること。 

２～７ （略） 
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◎ 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号） 抄 

（費用の負担） 

第百十三条 組合の給付に要する費用（老人保健法第五十三条第一項に規定する拠出金

（以下「老人保健拠出金」という。）及び国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十

二号）第八十一条の二第一項に規定する拠出金（以下「退職者給付拠出金」という。）

並びに介護保険法第百五十条第一項に規定する納付金（以下「介護納付金」という。）

の納付に要する費用並びに基礎年金拠出金に係る負担に要する費用を含む。）は、短期

給付に要する費用（老人保健拠出金及び退職者給付拠出金並びに介護納付金の納付に要

する費用を含み、第三項第一号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負

担に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。）にあつては各組合ごとに当

該組合を組織する職員（介護納付金の納付に要する費用については、当該組合を組織す

る職員のうち同法第九条第二号に規定する被保険者（第百十四条第五項及び第百四十四

条の二第二項において「介護保険第二号被保険者」という。）の資格を有する者）を単

位として、長期給付に要する費用（基礎年金拠出金に係る負担に要する費用（第三項第

二号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。）を

含み、次項第三号に掲げるものを除く。以下この項及び次項において同じ。）にあつて

はすべての組合を組織する職員を単位として、次に定めるところにより、算定するもの

とする。この場合において、第三号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに

再計算を行うものとする。 

一・二 （略） 

三 長期給付に要する費用については、その費用の予想額及び国の組合の国家公務員共

済組合法第九十九条第一項第三号に規定する長期給付に要する費用の予想額の合計

額と、次項第二号の掛金及び負担金の額、第二十四条の長期給付に充てるべき積立金

及び第三十八条の八第一項に規定する長期給付積立金（以下この号において「地方の

積立金」と総称する。）の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額並びに同法第

九十九条第二項第二号の掛金及び負担金の額、同法第三十五条の二第一項の長期給付

に充てるべき積立金（以下この号において「国の積立金」という。）の額並びにそれ

らの予定運用収入の額の合計額の合算額とが、再計算を行う年以降おおむね百年間に

相当する期間の終了時に組合及び国の組合に係る長期給付の支給に支障が生じない

ようにするために必要な額の積立金（地方の積立金及び国の積立金をいう。）を保有

しつつ、当該期間にわたつて財政の均衡を保つことができるように定める。 

２～７ （略） 
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被用者年金各制度の積立金運用について 

 

 

厚生年金 国家公務員共済組合 
連合会 地方公務員共済組合  

私立学校 
教職員共済 

積立金の額 
(H17年度末

簿価) 
１３２．４兆円 ８．８兆円 

３８．８兆円 
地共連   １４．８兆円 
その他総額 ２４．０兆円 

３．３兆円 

運用の目的 ○専ら被保険者の利益のために、安

全かつ効率的に行う。 
○事業の目的及び資金の性質に応

じ、安全かつ効率的に行う。 

○組合員の福祉の増進又は地方公

共団体の行政の目的の実現に資す

るように、安全かつ効率的に行う。 

○安全かつ効率的に行う。 
（私立学校教育の振興） 

運用上の予定  
運用利回り ３．３７％ ２．５％ 

地方公務員共済組合連合会 

３．２１％ 
 

２．１％ 

基本的な資
産構成割合 

 
 
国内債券 ６７％ 
国内株式  １１ 
外国債券    ８ 
外国株式    ９ 
 
 
短期資産    ５ 
 

 
 
国内債券   ７８％ 
国内株式     ５ 
外国債券     ０ 
外国株式     ５ 
貸付金      ６ 
不動産     ３ 
短期資産     ３ 
 

地方公務員共済組合連合会 
 
国内債券  ６４％ 
国内株式  １４ 
外国債券  １０ 
外国株式  １１ 
 
 
短期資産    １ 

 
 
国内債券  ５３％ 
国内株式    ６ 
外国債券    ６ 
外国株式    ６ 
貸付金  ２４ 
 
短期資産    ５ 
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積立金運用に係る資産構成割合 （平成17年度末）単位：％（カッコ内：億円）

(注１)□の中の数値は、基本的な資産構成割合（ポートフォリオ）を記載。（単位：％）
(注２)カッコ内の数値は、時価額を記載。ただし、地共済の国内債券の内訳については簿価額を記載し、時価額と簿価額の差は市場運用部分で調整。
(注３)厚年のH17年度末の資産額には、国年の積立金額及び旧年金福祉事業団からの承継資産額を含む。
(注４)端数処理のため計数が一致しない箇所がある。

68.8

64.5

82.9

67

9.1

13.9

11

8.2

6.5

8

8.9

8.6

9

5.0

5

6.1

0.8

6.9

6.5

3.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

私学共済

地共済

国共済

厚年

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 短期資産

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国内債券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　国内株式　 外国債券　 外国株式 　短期資産

(基本ポートフォリオ：平成20年度実現)

（76,297） （5,577）

　（766）

（6,378）

（3,013）
預託金　51.1（47,004）

　貸付金7.0

　　　（6,435） 市場運用　22.7（20,861）

　預託金
1.0（4,000）

　地方債
　　1.0（4,181）

　公庫債9.9
　　　（41,154）

市場運用　43.0（178,256）
（57,862） (27,036） （35,546） （27,156）

（23,910）

（267,570）

（3,152） （2,837） （3,108） （1,723）
政保債
8.1（2,817）

助成勘定貸付
10.2（3,537）

　不動産
3.3（1,129）

　貸付金
　5.2（1,794）

市場運用　42.1（14,633）

　不動産

2.2（1,997）

60.2

21.5

26.7

87
5

0

5

3

77 6 6 6 5

不動産
0.8（3,341）

貸付金
8.8（36,638）

積立金総額
 上段：簿価額
 下段：時価額

132.4兆円
140.3兆円

8.8兆円
9.2兆円

38.8兆円
41.5兆円

3.3兆円
3.5兆円

※市場運用部分には、法令上の努力
義務以外の地方債を含む。

※このうち義務預託分
　　　　32.2（29,591）

67 11 8 9 5

11.8
（189,789）

5.7
（75,515）

6.7
（107,617）

5.0
（81,307）

預託金　31.2 (504,163)

71.9　（1,159,953）

財投債　19.0 （306,538） 市場運用　21.6 （349,242）

50.2（市場運用以外の運用資産が全資産に占める割合）

厚年
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共済の独自運用について（平成１７年度） 

 

厚生年金 国家公務員共済組合連合会 地方公務員共済組合 私立学校教職員共済 

○財政融資資金への預託義務 

（積立金額の３４％） 

２９，５９１億円

 

※義務以外も含めた預託金総額 

４７，００４億円

○財政融資資金への預託義務 

（警察共済組合の積立金増加見込額の

うち、国の職員に係る額の３０％）

４，０００億円

○地方債・公営企業金融公庫債の購入努

力義務（積立金増加額の３０％） 

地方債   ４，１８１億円

   公庫債  ４１，１５４億円

○政府保証債による運用義務 

（長期勘定の資産増加額の３分の１） 

２，８１７億円 

○財投改革により預

託義務は廃止。 

○年金積立金による

財投債の引受。（平

成１９年度まで） 

○福祉事業（組合員への貸付、その他福祉事業への貸付）等への貸付金運用 

 【貸付金額（平成１７年度）】                     （単位：億円） 

 
組合員への貸付 その他福祉事業へ

の貸付 助成勘定への貸付 総 額 

国共済連合会 ７，２１４ １，１８４ ８，３９８ 

地 共 済 ３５，３６５ １，２７３

 
３６，６３８ 

私学共済 １，１３６ ６５８
（私学助成） 

３，５３７
５，３３１ 

 注１）時価額を記載。ただし、地共済については簿価額。  注２）端数処理のため計数が一致しない箇所がある。 

 出典：平成１７年度事業年報、平成１７年度財務諸表 
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